
長久手市非木造共同住宅耐震改修促進事業

マンションやアパートなどの耐震診断を行う場合、長久手市がその費用の一部を補助します。

詳しくは「問合せ先」までご相談ください。

補助対象建築物

・昭和56年５月31日以前に着工された非木造の共同住宅（分譲及び賃貸）

・住宅以外の用途が延べ面積の１／２未満であること。

・耐火又は準耐火建築物であること。

補 助 内 容

次のいずれかのうち一番低い額を補助します。

・住戸1戸あたり5万円

・耐震診断に要する経費の２／３

・補助対象経費（下表より算定）の２／３

※ 耐震診断実施（契約）前に申請が必要になります。

主な手続の流れ

事 前 相 談 ・事前相談書

（事前相談書の提出） ・建築年が確認できる書類

建築確認通知書又は、確認済証の写し

固定資産評価証明書（家屋）

課税台帳登録事項証明書（所在証明・未登記家屋登記用）

建物の登記事項証明書

補 助 金 申 請 ※ １２月１５日締切

※申請の際、賃貸の場合は借家人の同意書、

補 助 金 交 付 決 定 分譲の場合は管理組合の議決書（議事録）

の写し要

申請者から建築士へ契約

着手届の提出 交付決定日から３０日以内に提出

耐 震 診 断 (財)日本建築防災協会の各構造別の耐震基準・

（第１次、第２次、第３次診断） 同解説及び改修設計指針などに基づく耐震診断

実績報告書の提出 ２月末締切

補助金の支払 (市 )

問合せ先 長久手市建設部都市計画課建築係（市役所本庁舎３階）

電話 ０５ 電話 ０５６１－５６－０６２２（直通）

延 べ 面 積 1㎡あたりの補助対象経費

1,000㎡以内の部分 3,670円

1,000㎡を超えて2,000 ㎡以内の部分 1,570円

2,000㎡を超える部分 1,050円



長久手市非木造共同住宅耐震改修促進事業

マンションやアパートなど耐震診断の結果、「安全でない」と判定された建物の耐震改修工事を

行う場合に、長久手市がその耐震改修設計・工事費用の一部を補助します。

詳しくは「問合せ先」までご相談ください。

補助対象建築物

・昭和56年５月31日以前着工の非木造の共同住宅（分譲及び賃貸）で

耐震診断の結果、「安全な構造でない」と判定されたもの

・住宅以外の用途が延べ面積の１／２未満であること。

・愛知県耐震改修計画認定に関する要綱に基づく愛知県の評定または「耐震改修促進法」

に基づく耐震改修の計画の認定を受けて、耐震改修設計工事を実施するもの。

・耐火又は準耐火建築物であること。

補 助 内 容

耐震改修設計 ・耐震改修設計に要する経費の２／３。ただし、１棟あたり５０万円を限度

耐震改修工事 大規模共同住宅

・耐震改修工事に要する経費(延べ面積による上限５０，２００円/㎡)の

約１５％。ただし、住戸１戸あたり５０万円を限度

小規模共同住宅（大規模共同住宅以外）

・耐震改修工事に要する経費(延べ面積による上限３４，１００円/㎡)の

約１５％。ただし、住戸１戸あたり３０万円を限度

※大規模共同住宅

３階以上で延べ面積１，０００㎡以上の共同住宅

※交付申請を行う前年度の６月末までに事業計画の承認が必要。

主な手続の流れ

※耐震改修設計、改修工事それぞれに申請書を提出。設計・工事業者との契約は交付決定後に。

問合せ先 長久手市建設部都市計画課建築係（市役所本庁舎３階）

電話 ０５６１－５６－０６２２


